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1．はじめに

 本資料は，東海第二発電所で実施した原子炉格納容器の特別点検について，内容を取りま

とめたものである。

2．要求事項

対象の機器・構造物，その対象の部位，着目する劣化事象及び点検方法は，「実用発電用

原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」（以下，「運用ガイド」という。）に定め

られている。

表 2．1 要求事項の概要

対象の機器・構造物 対象の部位
着目する

劣化事象
点検方法／点検項目

原子炉格納容器

原子炉格納容器鋼板（圧力抑制室

を含む。）鋼板（接近できる点検可

能範囲の全て）

腐食
目視試験（VT-4）に 

よる塗膜状態の確認

3．点検方法

 3．1 点検の概要

原子炉格納容器鋼板の炭素鋼は，腐食防止の観点から内外表面に防食塗装を施工して

いる。塗装が健全であれば，金属表面が容易に大気に曝されることはないため，日常保

全として塗装の目視試験を実施するとともに，必要に応じて塗装修繕を実施し，塗膜の

健全性を維持している。

沸騰水型原子炉の原子炉格納容器は，「日本機械学会 発電用原子力設備規格 維持規

格」（以下，「維持規格」という。）により内側表面または外側表面のどちらかの VT-4 に

よる定期的な検査が要求されており，供用期間中検査において，代表部位の目視試験を

実施している。

また，「日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規程」により，全体漏えい率試

験前に，バウンダリ構成要素の重要な部分及び接近可能な内面・外面における原子炉格

納容器の健全性，又は気密性に影響を及ぼすおそれのある構造上の劣化状況を目視によ

り確認することが要求されており，定期事業者検査において確認している。

これら従来の点検では，原子炉格納容器内の各床面や機器架台等を用いて，試験が可

能な範囲については直接目視試験を実施しており，塗膜に異常が確認された場合は，計

画的に塗装修繕を実施することで，原子炉格納容器鋼板の健全性を維持してきた。

しかし，従来の点検では，原子炉格納容器鋼板塗膜を試験可能ではあるものの，各床

面や機器架台等から離れた位置にある干渉物裏等，一部に確認が容易でない範囲があっ

た。

今回の特別点検では，従来の点検では確認が容易でなかった範囲についても，仮設足

場を設営し，可能な限り点検対象に含め，接近できる点検可能範囲の全ての鋼板に対し

て，塗膜状態の目視試験（VT-4）を実施した。

目視試験（VT-4）では，距離を確保し，気相部においては 18％中性灰色カード（以下,
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「グレーカード」という。）上の幅 0.8mm の黒線が識別できる環境で直接目視により点検

を実施した。 

液相部においては，Test Chart に記載された文字（0.105 inch）の識別ができる環境

で直接目視試験を実施した。 

3．2 点検方法の妥当性

今回の特別点検では，対象物までの距離を 1200 mm 以内とし，気相部においては，グ

レーカード上の幅 0.8 mm の黒線が識別できる条件で，液相部においては Test Chart に

記載された文字（0.105 inch）が識別できる条件で直接目視試験を実施し，接近可能な

全ての部位に対して直接目視試験を行った。

表 3．1 に従来の点検方法との違いを示す。 

表 3．1 従来の点検方法との違い

供用期間中検査および

原子炉格納容器漏えい率試験時

（従来の点検）

特別点検

（今回の試験）

点検部位

（範囲）

原子炉格納容器鋼板内面

（代表部位及びアクセス可能な範囲）

原子炉格納容器鋼板内外面

（仮設足場を設営し，接近できる試験 

可能範囲を拡大）

点検方法

目視点検（VT-4）

気相部，液相部

・試験時のグレーカードの確認等無し

・距離，角度の確認無し

目視試験（VT-4）

・試験時のグレーカード等の確認有り

・距離は気相部・液相部ともに 1200 mm 

以内

・対象に対しての角度は気相部・液相部

ともに 30°～150°以内

なお，点検手法が定義されている維持規格において，VT-4 に対する要求事項（IA-2524）

ではグレーカードの識別要求はないが，目視試験の一般要求事項（IA-2520）に準拠し，

点検の実施にあたってグレーカードの識別を行うこととした。

液相部においては，米国企業による水中での目視試験を行っていることから，米国機

械学会（以下，「ASME」という。）を準用した目視試験を実施している。ASME Section 

には VT-4 の規程が無いが，VT-3 の手法を用いることで維持規格の VT-4 と同等以上の結

果を得られることから，ASME VT-3 を準用し，Test Chart（0.105 inch）の識別を行う

こととした。
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3．4 試験員の力量

気相部においては，運用ガイド及び「発電用原子炉設備規格 設計・建設規格」

（JSME S NC1-2005/2007）に基づき，特別点検に係る教育訓練を受けた適切な視力を

有する試験員が作業を実施しており，点検着手前に力量を確認した。

液相部については，ASME Section に基づき，VT-3 の資格を有した試験員が作業を

実施していることを確認した。

3．5 点検範囲

  3．5．1 点検範囲の考え方

    気相部では，今回の特別点検において，従来の点検では確認が容易でなかった範囲

についても，仮設足場を用いることで可能な限り点検対象に含め，接近できる点検

可能範囲の全ての鋼板に対して，塗膜状態の目視試験（VT-4）を実施した。

なお，原子炉格納容器貫通部は対象範囲外とした。

  液相部では，潜水作業のため，従来の点検においても，原子炉格納容器内面の側

面および底面を可能な限り点検している。

3．5．2 点検範囲の概要

原子炉格納容器鋼板のうち，トップヘッド内外面，ドライウェル内面，サプレッシ

ョン・チェンバ内外面（液相部含む）の接近できる点検可能範囲の全てを点検範囲

とし，直接目視試験を実施した。

図 3．3 に点検範囲図，図 3．4～図 3．6 に展開図を示す。

図 3．3 原子炉格納容器点検範囲図
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（注） 埋設部，支持部材，ケーブルトレイ，換気空調用ダクト等の移動に切断を要する干渉物が近接する鋼板等

トップヘッド部

ドライウェル部

サプレッション・チェンバ部

直接目視試験

主な点検不可範囲（注）

貫通部（対象外）

図 3．4 原子格納容器内面展開図（気相部）

液相部側で点検
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（注） 埋設部，支持部材，ケーブルトレイ，換気空調用ダクト等の移動に切断を要する干渉物が近接する鋼板等

図 3．5 原子格納容器外面展開図（気相部）

トップヘッド部

サプレッション・チェンバ部

図 3．6 原子格納容器内面展開図（液相部）

サプレッション・チェンバ部

気相部側で点検

サプレッション・チェンバ部（底面）

直接目視試験

主な点検不可範囲（注）

貫通部（対象外）
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（1）従来の点検では確認が容易でない範囲のうち特別点検で確認した範囲

従来の点検では，原子炉格納容器内面高所の干渉物裏（ダクト・配管等の裏部）に

ついて，各床面や機器架台から目視点検を実施しているが，各床面や機器架台のあ

る範囲が限定されるため確認が容易でない。

特別点検では仮設足場を利用して可能な限り点検不可範囲を低減させる手法を選択

して点検を実施した。

図 3．7 および図 3．8 に例を示す。

図 3．8 足場組立前後状況（代表例）

従来の点検では確認 
が容易でない範囲 
（ダクト裏部）

図 3．7 従来の点検で確認が容易でない範囲 （代表例）

仮設足場組立前 仮設足場組立後

仮設足場

仮設足場
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（2）特別点検における代表的な点検不可範囲

特別点検の実施にあたり，点検可能な全ての範囲について点検を実施した。

原子炉格納容器鋼板に設置された干渉物（支持部材，ケーブルトレイ，換気空調用

ダクト）など，切断等の手法により移動できない干渉物については撤去を行わず，

VT-4 手法で点検可能な範囲での点検を実施した。

特別点検における点検不可範囲としては以下のものがあったが，特別点検において

点検不可とした範囲においても，接近可能な範囲は日常保全として可視可能範囲で

の点検補修を実施している。

点検不可範囲の例を図 3．9 に示す。

点検不可範囲
（サポート裏部）

点検不可範囲
（ダクト裏部）

図 3．9 点検不可範囲（代表例）
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3．6 判定方法

塗膜に割れ，欠け，剥がれ及び膨れの有無，下塗りの健全性，母材の発錆の有無等

を確認することで，構造健全性または気密性に影響を与える恐れのある塗膜の劣化や

腐食がないかを判断した。

図 3．10 に点検フローを示す。

図３．１２ 特別点検における点検フロー

【点検フローの考え方】

① 塗膜の劣化がないと判断。

② 下塗りが健全で金属表面が大気にさらされないことから，原子炉格納容器の構造

健全性または気密性に影響を与える塗膜の劣化はないと判断。

③ 発錆が認められなければ，原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与

える恐れのある腐食ではないと判断。

④ 表面錆が確認されたとしても，構造健全性または気密性に影響を与える恐れのあ

る著しい腐食ではないと判断。

後程差し替え

図 3．10 特別点検における点検フロー
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4．点検結果

全ての点検範囲について原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与える塗膜の

劣化や腐食は認められなかった。表 4．1 に点検結果を示す。

表 4．1 点検結果

対象の部位
点検年月日

（ ）内はデータ採取日
点検結果

原子炉格納容器鋼板

トップヘッド

平成２９年１０月２５日

（平成２９年９月１９日

～平成２９年１０月２３日）

良

原子炉格納容器鋼板

ドライウェル

平成２９年１０月２５日

（平成２９年９月１１日

～平成２９年９月２３日）

良

原子炉格納容器鋼板

サプレッション・チェンバ

平成２９年１０月２５日

（平成２９年９月９日

～平成２９年９月２０日）

良

原子炉格納容器鋼板

サプレッション・チェンバ

（液相部）

平成２９年１０月２５日

（平成２６年９月１６日

～平成２６年１０月２４日）

良

良：原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与える恐れのある塗膜の 

劣化や腐食なし
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5．特別点検結果に対する考察

5．1 保守管理に対する考察

特別点検の範囲のうち，従来の点検における点検不可範囲についても，今回の特別

点検で塗膜の健全性が確認されたことに加え，直接外気と触れず劣化が少ない屋内環

境であること，またこれまでも必要に応じて塗装修繕を実施してきたことから，今後

も現状の保守管理を継続することで，当該部の原子炉格納容器鋼板の健全性を維持す

ることができると考える。

今回の特別点検は塗膜の劣化が少ないことが確認され，健全性が維持されているこ

とを確認した。従来の点検における点検不可範囲についても環境条件が同様な周囲の

鋼板は点検可能であり，塗装修繕の要否は点検可能範囲から判断できるため，現状保

全を継続することで今後の運転延長期間における原子炉格納容器鋼板の健全性が保た

れる。

5．2 特別点検における点検不可範囲に対する考察

特別点検における点検不可範囲については，以下のとおり現状保全で塗膜の健全性

を維持していること，劣化が少ない屋内環境であること，気相部内面においては通常

運転中窒素雰囲気下であることなどから，今後も現状保全を継続することで原子炉格

納容器鋼板の健全性を維持することができると考える。

（1）接近可能だが今回定めた目視試験条件が確保できない範囲

今回定めた目視試験条件精度ではないものの，従来の手法で点検できており，塗膜

の健全性が維持されていることを確認していることから，現状保全を継続すること

で今後の運転延長期間における原子炉格納容器鋼板の健全性が保たれる。

図 5．1 に点検不可範囲の代表例を示す。

図 5．1 今回定めた目視試験条件が確保できない範囲（代表例）

点検不可範囲
（ダクト裏部）
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（2）干渉物等により接近困難であり今回定めた目視試験条件が確保できない範囲

干渉物等による試験不可範囲で，構造的に試験出来ない部位についても，その周辺

の塗膜等の状況から，原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響はなく，今

後の運転期間において原子炉格納容器鋼板の健全性が保たれる。

点検不可範囲の例を図 5．2 に示す。

図 5．2 干渉物等で接近が困難であり今回定めた目視試験条件が

確保できない範囲（代表例）

（3）特別点検で確認した設計上塗装を想定していない範囲

   原子炉格納容器内スプレイ配管サポート部の原子炉格納容器鋼板は，当該サポート

部と直接溶接により設置されており，試験不可範囲であるが，当該サポートの一部

の開口部より内部が確認でき，その状況としては軽微な発錆は確認されたものの，

原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与えるものではないと判断し

た。

当該サポート部の原子炉格納容器鋼板は，建設時の工場出荷時に下塗り塗装が施さ

れている。設計上塗装することを想定していない部位であり，運転開始後３９年を

迎えた現在でも母材板厚に影響を与える発錆は確認されていないことから，現状保

全で今後の運転期間においても原子炉格納容器鋼板の健全性が保たれる。

図 5．3 原子炉格納容器スプレイ配管サポート部

点検不可範囲
（サポート裏部）

設計上塗装を

想定していない

範囲

サポート断面概要図（イメージ図）

原子炉格納容器鋼板 スプレイ配管

設計上塗装を想定

していない範囲
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6．まとめ

原子炉格納容器の特別点検においては，従来の点検方法では確認が容易でなかった範囲に

ついても点検対象に含め，接近できる点検可能範囲の全ての鋼板に対して，塗膜の状態を目

視点検した。一部の鋼板において軽微な発錆等を確認したが，全ての点検範囲について原子

炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与える塗膜の劣化は認められなかった。特別

点検における点検不可範囲，従来の点検方法における点検不可範囲はそれぞれ存在するもの

の，塗膜の健全性を維持していること，劣化が少ない屋内環境であること，気相部内面につ

いては通常運転中窒素雰囲気下にあることから，今後も現状の保守管理を継続することで原

子炉格納容器鋼板の健全性を維持することができると考える。
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別紙

非破壊試験（VT-4）記録が，適切な方法等により得られた結果であることを示す記録

（要員の力量，試験条件，詳細記録等）について

気相部 

気相部の特別点検を実施するにあたり，実用発電用原子炉運転期間延長申請に係る運用ガ

イド及び「発電用原子炉設備規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2005/2007）に基づき，特

別点検における試験員に対して，次のとおり特別点検に係る教育訓練と視力を要求事項とし

た（添付 1 参照）。 

【特別点検に係る教育訓練に関する事項】 

 特別点検の試験前に特別点検に関する教育を受講していること。 

【視力に関する事項】（設計・建設規格「GTN-8130 試験技術者」より抜粋） 

・近距離視力確認用の標準ジャガー式チャートの J-1 文字を読み取ることができるか，ま

たは同様な近距離視力試験で同等の視力を確認すること。なお，視力の測定は，裸眼ま

たはコンタクトレンズ等による矯正のいずれでもよいが，矯正により要求を満足した場

合は，実際の試験においても矯正した視力で行うこと。 

・色の判定が要求される目視試験を行う場合は，必要とする色についての色覚が正常であ

ること。 

試験条件を含めた詳細記録については，原子炉格納容器鋼板 1 枚毎に記録を作成して  

おり，その代表例を添付 2 に示す。 
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添付 2（2/3） 
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液相部 

 液相部の特別点検は，ASME Section  に基づき，ASME VT-3 の力量を持つ試験員が試験

を行っており，工事報告書より試験員の保有する資格，これまでの作業実績，視力等の記録

を確認した。（添付 3 参照） 

潜水による目視試験は，吸盤付固定具や錘を使用し，壁面や底面に触れながら行う作業で

あり，必然的に近距離での検査が行われており，試験は 1200 mm 以内の距離から行われる。

（下記「潜水作業イメージ写真」参照） 

試験条件を含めた詳細記録については，液相部においては，内面（側面）を上下と円周方

向に分割し，底面は番号により区分して点検を実施した。 

照明付き潜水具を着用した試験員は，試験時の潜水毎に Test Chart の確認を行い，吸盤付

固定具や錘で自身の体制を保持し，移動しながら点検を実施した。 

区分した部位毎に記録を作成しており，その代表例を添付 4 に示す。 

潜水作業イメージ写真（例）










